和歌山県における栄養士養成施設からの栄養士免許一括申請手続きについて

　栄養士免許の新規申請については、申請者個人からの申請を県庁健康推進課及び県立保健所で受け付けていますが、養成施設から一括して申請する場合の手続きは下記のとおりです。
　なお、申請書類を郵送する場合は、簡易書留等、配送の記録がわかる方法で送付してください。郵便事故等や配達遅延について、県は責任を負いません。

１　申請受付について
（１）養成施設から一括して栄養士免許の申請を行う場合は、和歌山県庁健康推進課で受け付けます。申請及び栄養士免許証の受け取りは、原則来庁をお願いしていますが、郵送も対応可能です。
【提出先】
〒640－8585（住所記載不要）　和歌山市小松原通一丁目１番地
　　　和歌山県福祉保健部福祉保健政策局健康推進課　栄養士免許担当あて
　　
（２）受付の調整にあたり、12月末までに別紙「栄養士免許一括申請事前連絡票」について、メールにて送付願います。（メールの本文に必要項目を記入し、送信していただいても結構です。）
【メール送付先】　e0412001@pref.wakayama.lg.jp

２　提出書類
○申請者名簿（任意様式、氏名、ふりがなと申請者総数を記載したもの）
○対象者全員の栄養士免許申請書一式
　　　・栄養士免許申請書
　　　・手数料　和歌山県証紙5,600円分（申請書に貼付すること）
　　　　　　　　証紙の割印はしないこと
　　　・戸籍抄本もしくは戸籍謄本又は住民票の写し
　　　　申請日前６か月以内のもの。住民票の写しの場合は、本籍記載のもので、
個人番号（マイナンバー）の記載のないものに限る。コピー不可
　　　・栄養士養成施設の卒業証明書
　　　・栄養士課程単位履修証明書
〇栄養士免許証用の返信封筒等（郵送により栄養士免許証を受け取る場合のみ）
・宛先（養成施設に限ります）記載・切手等貼付・送付方法明示のこと
　　　・A4が入るサイズをご用意ください。
（令和7年4月から本県が発行・交付する栄養士免許証はA4サイズとなりました。）
　　　※角２封筒をご利用の場合、免許証1～5枚は一律「150ｇ以内」、「定形外（規格内）」の金額で計算願います。


３　申請等にあたっての注意事項
〇栄養士免許証の発行・交付は原則として卒業日以降となります。
　　　申請者が卒業した旨を、卒業日以降に各養成施設からメールにてご連絡いただいた後、発行・交付します。（卒業式の日に申請者に交付したい等の希望がある場合はご相談ください。）
〇通常申請書類を受理してから栄養士免許証発行まで２週間程度時間をいただいています。栄養士免許証の受取り希望日がある場合はこれを目安に、（郵送を希望する場合は追加で郵送に係る日数も考慮のうえ）余裕をもってご提出ください。
〇万一、栄養士免許申請者が卒業できなくなった場合、速やかに連絡いただくとともに、栄養士免許申請取下書（任意様式）を提出してください。
〇栄養士免許証の発送日は、基本的に栄養士免許一括申請事前連絡票「栄養士免許交付希望日」に記載いただいた日の概ね３日前としますが、貴校の書類の提出状況等によってはご希望に添えないこともありますのでご了承ください。郵便事故や配達遅延等について、県は責任を負いません。
